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 ＜福岡市全体の取組み＞ 

福岡市では、財政負担の軽減や平準化を図りつつ、市有施設を安全・安心に利用できるよう維持

し、良質な公共サービスを持続的に提供していくため、「福岡市アセットマネジメント基本方針」

を策定し、効率的なアセットマネジメントの推進を図ってきました。 

平成25年度に国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進す

るために『インフラ長寿命化基本計画』を国が策定し、これに基づき、各自治体及び施設管理者は、

施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組みの方向性を明らかにする『行動計

画』及び、この『行動計画』に基づく個別施設毎の具体の対応方針を定めた『個別施設計画』を策

定するように示されました。 

また、平成26年度には、総務省より各地方公共団体に対して、『公共施設等の総合的かつ計画的

な管理の推進について（総務大臣通知）』が示され、地方公共団体に対して、『公共施設等総合管

理計画』を策定し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するように求めています。 

これらの背景を踏まえ、福岡市では、平成20年に策定した「福岡市アセットマネジメント基本方

針」を『公共施設等総合管理計画（行動計画）』と位置付けており、各施設の管理者が「個別施設

計画」を策定して、計画的なアセットマネジメントに取組んでいます（出典：福岡市アセットマネ

ジメント推進プラン（令和3年6月））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 国の体系図および計画の位置づけ 

（出典：福岡市アセットマネジメント推進プラン（令和 3年 6月）） 

 

 

はじめに 
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＜道路施設における取組み＞ 

福岡市は、総延長約 3,900km もの道路資産を有しており、その維持管理については多くの財政的

負担を要しています。近年の厳しい市財政状況や、市民の視点に立った満足度の高い行政サービス

への転換が要求される中、「福岡市アセットマネジメント基本方針」の策定を受け、道路下水道局で

は平成 21 年度の「福岡市橋梁長寿命化修繕計画」策定をはじめに、「道路施設アセットマネジメン

ト基本方針」、「福岡市道路施設個別施設計画」等を順次策定し、計画的な維持管理を行ってきまし

た。 

今回、舗装の個別施設計画が終期を迎える事を契機に、生活道路や橋梁、道路照明灯のそれぞれ

の計画を「道路施設アセットマネジメント個別施設計画」に統合し、効率的かつ効果的な事業実施

を図ります。 
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＜維持管理の基本的な考え方＞ 

全ての道路施設に定期的に点検を行っており、その点検結果に基づいて対策の要否を判断し、施

設毎に今後の修繕等の計画を策定、予防保全型の修繕等を実施していきます。 

点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルを回していくことを基本方針とします。 

図 1.2 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

図 1.3 予防保全の取り組みイメージ 

修繕

更新

現在
(2023年)

100年後
(2123年)

健
全
性

更新費 修繕費

トータルコスト事後保全
予防保全

【予防保全の取り組みイメージ】

※ライフサイクルコストとは・・・

構造物（建物や橋，道路など）がつくられてから，その役割を終えるまでにかかる総費用です． 

予防保全（アセットマネジメント） 

・長寿命化を図ることができる

・維持管理費を平準化できる

・ライフサイクルコストを抑制できる

事後保全（従来型の手法） 

・損傷や劣化が著しいため，大規模修繕

や打換えが必要となる

・機能を保持するための維持管理費用が

大きくなる

・予算不足で対応できなくなる
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＜計画期間＞ 

計画期間は、令和 6年度～令和 10年度の 5年間とします。 

定期点検が 1巡するタイミングで計画を更新します。これにより最新の定期点検結果を反映

した優先順位の計画とすることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4 計画期間と更新 イメージ 
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＜市民との共働＞ 

道路施設の損傷、危険箇所等の早期発見と迅速な対応を図るために、スマートフォンアプリ

ケーション「ＬＩＮＥ」を活用し、市民からの通報を促進します。 

 

 

みんなで増やそう見守りの目！ 

あなたの力をお貸しください。 

排水ますの詰まり 橋の継ぎ目の異常 

路面の異常 

橋や道路，照明灯の異常を発見したら電話または LINEでご連絡ください。 

LINEでも道路施設の傷みを通報できます。

お知らせください 道路施設の「傷み」 

区役所 担当課 連絡先(直通)

東区役所 維持管理課 092-645-1057

博多区役所 地域整備課 092-419-1062

中央区役所 地域整備課 092-718-1084

南区役所 維持管理課 092-559-5092

城南区役所 維持管理課 092-833-4078

早良区役所 維持管理課 092-833-4338

早良区入部出張所 道路維持第2係 092-804-2455

西区役所 土木第1課 092-895-7047

西区西部出張所 土木第2課 092-806-0411

近所の道路施設で 

異常な音がしている！ 

損傷を発見した！ ☎ 




